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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月9日(2014.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維補強材に樹脂組成物を含浸したプリプレグを積層してなる板状の原プリフォームの
裏面に、原プリフォームに含浸されている樹脂と同じ組成を有するフィルム状樹脂組成物
を貼り付けてなるプリフォーム。
【請求項２】
　前記フィルム状樹脂組成物が、前記原プリフォームのみを加熱硬化して成形品とする際
に、成形品に樹脂枯れが発生する場所（欠陥箇所）に対応する位置に貼り付けられた請求
項１記載のプリフォーム。
【請求項３】
　前記フィルム状樹脂組成物の面積が前記プリフォームの裏面における全表面積に対して
０．５倍以下の面積であり、前記フィルム状樹脂組成物の厚みが１０～１５０μｍである
請求項１又は２に記載のプリフォーム。
【請求項４】
　前記フィルム状樹脂組成物が、トルエンビスジメチルウレアを含んでなる請求項１～３
のいずれかに記載のプリフォーム。
【請求項５】
　前記フィルム状樹脂組成物が、フェノキシ樹脂を含んでなる請求項１～４のいずれかに
記載のプリフォーム。
【請求項６】
　前記フィルム状樹脂組成物が、ポリエーテルスルフォンを含んでなる請求項１～５のい
ずれかに記載のプリフォーム。
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【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のプリフォームを、金型内において１００～１５０℃、
１～１５ＭＰａの条件下で、１～２０分間加熱加圧して硬化させ、成形品を製造する繊維
強化樹脂成形品の製造方法。
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